
奈
良
県
介
護
従
事
者
確
保
の
た
め
の
外
国
人
留
学
生
修
学
支
援
資
金
貸
与
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
元
年
十
月
十
五
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
条
例
第
十
八
号

奈
良
県
介
護
従
事
者
確
保
の
た
め
の
外
国
人
留
学
生
修
学
支
援
資
金
貸
与
条
例

（
目
的
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
県
内
の
介
護
従
事
者
の
不
足
の
状
況
に
鑑
み
、
介
護
関
係
業
務
へ
の
外
国
人

労
働
者
の
参
入
の
促
進
を
図
る
た
め
、
将
来
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と

す
る
留
学
生
を
修
学
資
金
の
貸
与
に
よ
り
支
援
す
る
法
人
に
対
し
、
そ
の
支
援
に
要
す
る
資
金
（
以

下
「
支
援
資
金
」
と
い
う
。
）
を
貸
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

一

養
成
施
設

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
条

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
し
た

学
校
又
は
都
道
府
県
知
事
の
指
定
し
た
養
成
施
設
を
い
う
。

二

日
本
語
教
育
機
関

平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
百
四
十
五
号
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法

第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
の
留
学
の
在
留
資
格
に
係
る
基
準
の
規
定
に
基
づ

き
日
本
語
教
育
機
関
等
を
定
め
る
件
）
に
よ
り
告
示
さ
れ
た
教
育
機
関
等
を
い
う
。

三

留
学
生

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
）
別
表
第
一

の
四
の
表
の
留
学
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
で
あ
っ
て
、
養
成
施
設
に
入
学
す
る
た
め

日
本
語
教
育
機
関
に
お
い
て
修
学
す
る
も
の
及
び
養
成
施
設
に
お
い
て
修
学
す
る
も
の
を
い
う
。

四

修
学
資
金

留
学
生
に
対
し
て
次
条
に
規
定
す
る
法
人
が
貸
与
す
る
資
金
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
も
の
を
い
う
。

ア

居
住
費
等
生
活
費
（
食
事
、
居
住
そ
の
他
の
日
常
生
活
に
要
す
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

）
イ

入
学
準
備
金
（
養
成
施
設
に
入
学
す
る
際
に
要
す
る
費
用
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

ウ

就
職
準
備
金
（
県
内
の
事
業
所
等
で
介
護
福
祉
士
の
業
務
に
従
事
す
る
た
め
に
要
す
る
費
用

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

（
支
援
資
金
の
貸
与
）



第
三
条

知
事
は
、
県
内
に
お
い
て
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
所
等
を
三
年
以
上
適
正

に
運
営
し
、
か
つ
、
三
年
以
上
実
務
に
従
事
し
た
介
護
福
祉
士
を
配
置
し
て
い
る
法
人
の
う
ち
、
将

来
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務
に
従
事
し
よ
う
と
す
る
留
学
生
に
対
し
て
修
学
資
金
の
貸
与

を
行
う
も
の
の
申
請
に
よ
り
、
そ
の
者
に
支
援
資
金
を
貸
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
百
二
十
三
号
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
第

八
条
第
二
十
八
項
に
規
定
す
る
介
護
老
人
保
健
施
設

二

法
第
八
条
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
介
護
医
療
院

三

法
第
四
十
一
条
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
サ
ー
ビ
ス
（

同
条
第
九
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
生
活
介
護
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
短
期
入
所
療
養
介
護

及
び
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
に
限
る
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業

所
四

法
第
四
十
二
条
の
二
第
一
項
本
文
の
指
定
に
係
る
法
第
八
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
地
域
密
着

型
サ
ー
ビ
ス
（
同
条
第
二
十
項
に
規
定
す
る
認
知
症
対
応
型
共
同
生
活
介
護
、
同
条
第
二
十
一
項

に
規
定
す
る
地
域
密
着
型
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
及
び
同
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
地
域

密
着
型
介
護
老
人
福
祉
施
設
入
所
者
生
活
介
護
に
限
る
。
）
の
事
業
を
行
う
事
業
所

五

法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
一
号
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

六

健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
法
第
四
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

（
支
援
資
金
の
額
等
）

第
四
条

支
援
資
金
の
額
は
、
第
二
条
第
四
号
に
掲
げ
る
修
学
資
金
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
修

学
資
金
の
額
の
三
分
の
一
の
額
（
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
を
切
り
捨
て
た
額

）
と
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
額
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
を
超
え
る
場
合
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る

額
と
す
る
。

一

居
住
費
等
生
活
費
に
充
て
る
支
援
資
金

留
学
生
一
人
に
つ
き
月
額
一
万
円

二

入
学
準
備
金
に
充
て
る
支
援
資
金

留
学
生
一
人
に
つ
き
六
万
六
千
円

三

就
職
準
備
金
に
充
て
る
支
援
資
金

留
学
生
一
人
に
つ
き
六
万
六
千
円

２

前
項
第
一
号
の
支
援
資
金
は
、
毎
年
度
、
当
該
年
度
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
の
留
学
生
に
要
す
る
額

を
一
括
し
て
貸
与
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
の
支
援
資
金
の
貸
与
期
間
は
、
留
学
生
が
日
本
語
教
育
機
関
及
び
養
成
施
設
に
お



い
て
修
学
す
る
期
間
（
修
学
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
期
間
と
し
て
規
則
で
定
め
る
期
間
を
上
限
と
す

る
。
）
と
す
る
。

４

第
一
項
第
二
号
の
支
援
資
金
は
、
留
学
生
が
養
成
施
設
に
入
学
す
る
年
度
の
前
年
度
に
貸
与
す
る
。

５

第
一
項
第
三
号
の
支
援
資
金
は
、
留
学
生
が
養
成
施
設
を
卒
業
す
る
年
度
に
貸
与
す
る
。

（
貸
与
の
打
切
り
）

第
五
条

知
事
は
、
支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
て
い
る
法
人
か
ら
、
当
該
法
人
が
修
学
資
金
を
貸
与
し

て
い
る
留
学
生
（
以
下
「
支
援
留
学
生
」
と
い
う
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
修
学

資
金
の
貸
与
を
終
了
し
た
旨
の
報
告
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
支
援
留
学
生
に
係
る
支
援
資
金
の
貸

与
を
打
ち
切
る
も
の
と
す
る
。

一

日
本
語
教
育
機
関
又
は
養
成
施
設
を
退
学
し
た
と
き
。

二

心
身
の
故
障
の
た
め
修
学
の
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

三

修
学
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
こ
と
を
辞
退
し
た
と
き
。

四

死
亡
し
た
と
き
。

五

そ
の
他
支
援
資
金
の
貸
与
の
目
的
を
達
成
す
る
見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

（
返
還
債
務
の
免
除
）

第
六
条

支
援
留
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た

法
人
は
、
修
学
資
金
（
当
該
支
援
留
学
生
に
係
る
支
援
資
金
に
係
る
部
分
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て

同
じ
。
）
の
返
還
債
務
を
免
除
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
は
、
当
該
支

援
留
学
生
に
係
る
支
援
資
金
の
返
還
債
務
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

養
成
施
設
を
卒
業
後
、
直
ち
に
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務
に
従
事
し
、
か
つ
、
当
該

勤
務
の
日
か
ら
引
き
続
き
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
（
以
下
「
従
事

期
間
」
と
い
う
。
）
が
五
年
（
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
十
五
号

）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
過
疎
地
域
（
以
下
「
過
疎
地
域
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
介
護
福

祉
士
の
業
務
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
三
年
）
に
達
し
た
と
き
。

二

従
事
期
間
中
又
は
次
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
中
に
、
業
務
上
の
理

由
に
よ
り
死
亡
し
、
又
は
業
務
に
起
因
す
る
心
身
の
故
障
の
た
め
、
介
護
福
祉
士
の
業
務
を
継
続

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
。

２

前
項
第
一
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
疾
病
、
育
児
休
業
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
特
別
の
事

情
に
よ
り
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
期
間
は
、
業
務
従
事
の
継
続
性
を
中
断
し
な
い

も
の
と
し
、
か
つ
、
従
事
期
間
の
計
算
に
算
入
し
な
い
も
の
と
す
る
。



第
七
条

知
事
は
、
前
条
に
規
定
す
る
場
合
を
除
く
ほ
か
、
支
援
留
学
生
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
し
支
援
資
金
の
回
収
が
困
難
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
の
責

め
に
帰
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
法
人
が
当
該
支
援
留
学
生
に

対
し
て
修
学
資
金
の
返
還
債
務
を
免
除
す
る
と
き
は
、
当
該
支
援
留
学
生
に
係
る
支
援
資
金
の
返
還

債
務
の
全
部
又
は
一
部
を
免
除
す
る
も
の
と
す
る
。

一

死
亡
し
た
と
き
、
修
学
若
し
く
は
業
務
に
著
し
い
制
限
を
加
え
る
障
害
を
残
す
程
度
に
心
身
を

故
障
し
た
と
き
又
は
規
則
で
定
め
る
程
度
以
上
の
災
害
を
受
け
修
学
若
し
く
は
業
務
を
継
続
す
る

見
込
み
が
な
く
な
っ
た
と
き
。

二

入
国
前
に
生
計
を
一
に
し
て
い
た
親
族
の
死
亡
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
帰

国
し
、
再
び
国
内
に
住
所
又
は
居
所
を
有
す
る
こ
と
と
な
る
見
込
み
が
な
い
と
き
。

三

五
年
以
上
に
わ
た
り
行
方
不
明
で
あ
る
と
き
。

（
返
還
）

第
八
条

支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
一
月
以
内
に
、
当
該
支
援
留
学
生
に
係
る
支
援
資
金
を
返
還

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
貸
与
が
打
ち
切
ら
れ
た
と
き
。

二

支
援
留
学
生
が
、
養
成
施
設
を
卒
業
後
に
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
で
き
な
か
っ
た
と
き
。

三

支
援
留
学
生
が
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し
、
直
ち
に
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務

に
従
事
し
な
か
っ
た
と
き
。

四

支
援
留
学
生
が
介
護
福
祉
士
の
資
格
を
取
得
し
、
直
ち
に
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務

に
従
事
し
た
場
合
に
お
い
て
、
従
事
期
間
が
五
年
（
過
疎
地
域
に
お
け
る
従
事
期
間
に
あ
っ
て
は
、

三
年
）
に
達
す
る
日
ま
で
県
内
に
お
い
て
介
護
福
祉
士
の
業
務
に
従
事
し
な
か
っ
た
と
き
。

（
返
還
債
務
の
履
行
猶
予
）

第
九
条

知
事
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
継
続
す
る
間
、
当
該

各
号
に
掲
げ
る
返
還
債
務
の
履
行
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

支
援
留
学
生
が
行
方
不
明
で
あ
る
と
き
又
は
支
援
留
学
生
に
災
害
、
疾
病
そ
の
他
や
む
を
得
な

い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

当
該
支
援
留
学
生
に
係
る
支
援
資
金
の
返
還
債
務

二

支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
に
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

と
き

支
援
資
金
の
返
還
債
務

（
延
滞
利
息
）



第
十
条

支
援
資
金
の
貸
与
を
受
け
た
法
人
は
、
支
援
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
こ
れ
を
返
還
し

な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
返
還
す
べ
き
日
の
翌
日
か
ら
返
還
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
返

還
す
べ
き
額
に
つ
き
年
十
・
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
で
計
算
し
た
延
滞
利
息
を
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
支
援
資
金
を
返
還
す
べ
き
日
ま
で
に
返
還
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
や

む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
そ
の
他
）

第
十
一
条

こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
降
に
日
本
語
教
育
機
関
又
は
養
成

施
設
に
入
学
す
る
留
学
生
を
修
学
資
金
の
貸
与
に
よ
り
支
援
す
る
法
人
に
係
る
支
援
資
金
か
ら
適
用
す

る
。


		2019-10-08T10:53:38+0900
	naraken




